
●第５１回衆議院議員総選挙 

●最高裁判所裁判官国民審査 

２月８日（日）は投票日です 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■投票所  

投票所 対象地区 投票所 対象地区 

第１ 内子分庁 内子・上町 第８ 
五十崎中央自治会館 

（五十崎こども園横） 
五十崎 

第２ 内子東自治センター 城廻・論田 第９ 共生館（五十崎自治センター） 天神 

第３ 大瀬小学校 和田・大瀬・川登 第 10 元御祓小学校 御祓 

第４ 元程内小学校 程内 第 11 参川地区体育館 上川・中川・本川 

第５ 村前自治会館 池田・村前 第 12 内子町林業センター 小田・平野 

第６ 立川小学校 長田・立川 第 13 小田小・中学校体育館 寺村・南山・立石 

第７ 石畳自治会館 河内・石畳 第 14 森の里研修センター 吉野川・中田渡 

※詳しくは入場券をご覧ください。 第 15 上田渡自治会館 上田渡・臼杵 

 

 

 

■投票日・開票日 令和８年２月８日（日） 

■投票時間  午前７時～午後８時 

（第４、第５、第７、第１１～１５投票

所は午後７時まで） 

■開票場所 内子町民会館 大ホール 

■選挙期日の公示日 令和８年１月２７日（火） 

■有権者 

令和８年１月２６日現在で選挙人名簿に記載さ

れている人 

※名簿には、令和７年１０月２６日以前から引き

続き内子町の住民基本台帳に登録されている人

で、２月８日で満１８歳以上（平成２０年２月９

日以前出生）の年齢に達している人が登録されま

す。 

■最高裁判所裁判官国民審査 

今回の選挙では国民審査法の規定により 1 月２

８日（水）～３１日（土）の４日間は国民審査の投

票ができません。そのため、この４日間に期日前投

票をされる場合は衆議院の投票のみが可能となりま

す。国民審査の期日前投票を希望される方は、改め

て２月１日（日）～２月７日（土）の期間中に投票

所へ行く必要がありますのでご注意ください。 

■期日前投票 

▷期間：１月２８日（水）～２月７日（土） 

▷時間：午前８時３０分～午後８時 

※内子分庁、林業センターは 1 月２８日（水）～３

０日（金）の間は、午後５時までです。 

▷場所：共生館（五十崎自治センター）/内子分庁/

林業センター（期日前投票に限りお住まい

の地区に関係なくどの期日前投票所でも

投票可能） 

※宣誓書は公示後に郵送する入場券の裏面にある

ほか、町内各自治センター、内子分庁、小田支所

で配布します。 

■移動期日前投票所 

 今回、一部の地域で移動期日前投票所を開設予

定です。詳細については本紙裏面をご覧ください。 

■不在者投票 

 一時的に町外へ出ていたり入院したりしている

場合は不在者投票ができます。また、重度の障が

いのある人は郵便による不在者投票ができます。 

【全てのお問い合わせ】 

内子町選挙管理委員会 

電話０８９３－４４－２１１１ 

 



 

移動期日前投票所設置のお知らせ 

 

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙にて、移動期日前投票所を開設します。

移動期日前投票所とは、自動車に投票箱等を積み自治会館等を巡回する投票所のことで

す。是非ご利用ください。 

 

【日時・場所】 

日付 開設時刻 場所 

２/４（水） 

9:00 ～  9:45 平野自治会館（小田地区） 

10:45 ～ 11:30 上川自治会館 

13:00 ～ 13:45 立石自治会館 

14:30 ～ 15:15 池田自治会館 

２/５（木） 

9:00 ～  9:45 臼杵自治会館 

10:45 ～ 11:30 南山自治会館 

13:00 ～ 13:45 長田自治会館 

 

【投票方法】 

 通常の期日前投票と同じです。日時と場所をご確認の上、送付された入場券をお持ちく

ださい。入場券がない場合でも、現地で期日前投票宣誓書を記載いただくことで投票可能

です。 

 


